
宮古郡剣道連盟会則  改正 

第一章 総 則

第 1条 名称 本会  宮古郡剣道連盟 称    以下 本連盟     

第 2条 事務所 本連盟    事務所 事務局長 勤務所又 住所    

第二章 目的及 事業

第 3条 目的 本連盟 一般財団法人沖縄県剣道連盟 以下 沖剣連      加盟団体   宮古  

  剣道 居合道 含  以下同   振興普及 努     郡民 心身 健全 発達

 寄与       関係諸団体  連携及 会員相互 親睦 図 事 目的   

第 4条 事業 本連盟  前条 目的 達成    次 事業 行  

1. 各種剣道大会  選手団 派遣
2. 剣道大会 開催又 支援
3. 剣道 関  研究 指導並  講習会 開催
4. 級位審査 開催
5.   他 本連盟 目的達成 必要 事業

第三章 会 員

第 5条 会員 本連盟 会員  剣道 愛好 又 本連盟 趣旨 賛同  入会  成人 職業人 

含   持  会員   20歳未満 準会員    

第 6条 会費 1.本連盟 入会      者  入会金 1,000円 添  入会申込書 提出   
2.会員 毎年 3月末   次 各号 定  会費 納入          

1. 八 段    10,000円
2. 七 段    8,000円
3. 六 段    7,000円
4. 五 段    6,000円
5. 四 段    5,000円
6. 三 段    4,000円
7. 二 段    3,000円
8. 初 段    2,000円
9. 有級者    1,000円

第 7条 退会等 1.会員 退会  時  書面   旨 届 出         
2.死亡  会員 退会         
3.退会 又 除名   者 既 納入  会費 入会金   他会員    義務   



   納入  金品     返還    

第 8条 除名 会員 次 各号 行為   時  総会    出席会員 3分 2以上 同意 得
     除名  事     

1. 会費 2年以上納入   時 
2. 本連盟 名誉 毀損 又 秩序 乱  時 

第四章 役 員

第 9条 役員 1.本連盟 次 役員    
 1 会 長 1名
 2 副会長 2名
 3 理 事 15名以内
 4 事務局長 1名 次長   会計 1名    理事  選出
 5 監 事 2名

2.役員 総会    選出   選任 方法 別 総会    定   
3.監事 他 役員 兼  事      

第 10条 職務 役員 職務 次 通     

1. 会長 連盟 代表  連盟 業務 統括   
2. 副会長 会長 補佐  会長 事故  時 会長 代理   
3. 事務局長  事務全般 統括    
4. 理事 連盟 業務 執行   業務分担 理事会 決   
5. 監事 連盟 財産及 業務 執行状況 監査   

第 11条 任期 役員 任期 2年   但 再任 妨    但 会長     継続 3期 限度    
1. 補欠役員 任期  前任者 残任期間    
2. 辞任又 任期満了 場合 後任者 就任     前任者   職務 行  

第 12条 解任   地位        行為   役員  総会 議決   解任         

第 13条 報酬 役員 無報酬    但  職務 遂行 必要 実費 別 定           

 支給   

2.会計     年 1万円    

第五章 会 議

第 14条 会議 会議 総会及 理事会   総会 通常総会及 臨時総会 2種類    

第 15条 1.総会  第5条 役員    20歳以上 者 以下本章     会員         構成   



2.理事会 会長 副会長 理事 事務局長 事務局次長 持  構成   

第 16条 1. 総会    会則 定     他 次 事項 決議   
 1 予算 審議 決算 承認
 2 事業計画 決定
 3 事業報告 承認
 4 役員 改選
 5 会則 制定 改廃 
 6   他 連盟 運営 関  重要 事項

2. 理事会    会則 別 規定     他 次 事項 決定   
 1 総会 議決  事業 執行
 2 総会 付   事項
 3   他 目的 達成 必要 事項 執行

第 17条 会議 開催 1. 通常総会  毎年 4月末 開催   
2. 臨時総会  次 各号 場合 開催   
 1 会長 必要 認     
 2 会員 3分 1以上 会議 目的 記載  書面   開催 請求      
3. 理事会 必要 応 開催   

第 18条 会議 招集 1. 会議 会長 召集  議長 会議 選出   
2. 総会 招集     会員 対 会議 目的  事項並  日時及 場所 表
示  開催 5日前   文書    通知          

第 19条 会議 成立 会議 過半数以上 出席     開催  事      

第 20条 議決 1. 総会 議事  出席会員 過半数 同意    決  可否同数     議長 決
         

2. 理事会 議事  出席理事 過半数 同意    決   

第 21条 出欠    得  理由    会議 出席    会員又 理事       通知   

事項    表決 委任         

  場合      前 2条 適用     出席         

第 22条 議事録 会議 議事     議長 議事録 作成  会議    選出   議事録署名人 2
名以上 署名          



第六章 沖剣連評議員及 顧問

第 23条 評議員 本連盟  理事会 決議   役員 中   沖縄県剣道連盟 評議員 1名 選出   

第 24条 顧問 本連盟 顧問 置        

1. 顧問  会長 理事会     委嘱   
2. 顧問  理事会及 総会 出席   意見 述         

第七章 会 計

第 25条 収入 本連盟 経費  入会金 会費 事業収入 補助金 寄付金及   他 収入    

    

第 26条 決算 本連盟 収支決算  年度終了後 1 月以内   年度末 財産目録及 事業報告書 
   監事 監査 経 総会 承認 得         

第 27条 本連盟 次 帳簿 備 置 保存   

 1 文書綴 収 発送                 5年
 2 事書記録簿 事業計画 実績等     5年
 3 会計 関  帳簿                3年又 5年
 4 役員 理事 会員名簿 会則        永年
 5   他 必要 帳簿              1年

第 28条 本連盟 会計年度  毎年 4月 1日 始   翌年 3月 31日 終   

第 29条 基金 1.本連盟 必要   基金 設置  健全 財政 運営 図       
2.基金  事業 遂行   理事会 承認 得    取 崩  行        

第 30条 本連盟  第 15条 会員 3分 2以上 同意    解散         

第 31条 解散後 財産残金  総会 議決 経 本連盟 類似 目的 持 団体 寄付      

  



附 則

1.   会則 昭和 48年 10月 30日  施行   

2. 第 33条     平成 17年 4月 24日 変更 平成 17年 4月 25日  施行   

3. 会員 慶弔 関    下記 通     

 1 会員 婚姻          記念品
 2 会員 死亡         供花
 3 役員 顧問 死亡    広告 供花
 4 会員 親 死亡     供花

4. 平成 26年 月 日 一部 改正  施行   


